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三

前
号
に
掲
げ
る
科
目
に
あ
つ
て
は
、
第
十
一
号
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
そ
の
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

〔
省

令
〕

〇
船
員
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
国
土
交
通
六
五
）

J

〔
告

示
〕

〇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条

第
七
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
外
国
の
機
関
を
定
め
る
告
示

（
国
土
交
通
五
二
八
）

L
K

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

L
L

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校
役
員
退
職
手

当
支
給
規
程
の
変
更
要
旨
、
都
市
基
盤
整

備
公
団
、
厚
生
年
金
基
金
解
散
・
清
算
人

就
任
、
企
業
年
金
基
金
設
立
関
係

K
I
K

地
方
公
共
団
体

違
法
駐
車
車
両
保
管
、
行
旅
死
亡
人
、
旅

行
業
者
営
業
保
証
金
の
権
利
実
行
申
立

て
、
旅
行
業
者
営
業
保
証
金
の
権
利
実
行

の
た
め
の
配
当
表
関
係

会
社
そ
の
他

K
I
M

会
社
決
算
公
告

K
I
N

〇
国
土
交
通
省
令
第
六
十
五
号

関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
船
員
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

石
原

伸
晃

船
員
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
七
条
の
六
の
次
に
次
の
二
十
条
を
加
え
る
。

（
消
防
講
習
の
登
録
）

第
七
十
七
条
の
六
の
二

第
九
号
表
第
一
号
２
\
に
規
定
す
る
講
習
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
登
録
消
防
講
習
」

と
い
う
。）の
登
録
は
、
登
録
消
防
講
習
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

第
九
号
表
第
一
号
２
\
の
講
習
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
消
防
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
登
録
消
防
講
習
事
務
」
と

い
う
。）を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
消
防
講
習
事
務
を
開
始
す
る
日

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ

定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
簿
の
謄
本

ロ

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
住
民
票
の
写
し
及
び
履
歴
書

三

講
習
に
用
い
る
別
表
第
一
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
の
数
、
性
能
、
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
所
有

又
は
借
入
れ
の
別
を
記
載
し
た
書
類

四

講
師
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

五

講
師
が
、
次
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
さ

せ
る
に
足
る
書
類

（
登
録
の
要
件
等
）

第
七
十
七
条
の
六
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
つ
た
講
習
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す

べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
号
表
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て
講
習
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

石
油
火
災
消
防
実
習

ロ

液
化
ガ
ス
火
災
、
液
体
科
学
薬
品
消
防
実
習

ハ

船
内
捜
索
救
助
実
習

ニ

検
知
器
具
及
び
保
護
具
の
取
扱
実
習

ホ

洋
上
流
出
油
防
除
実
習

˜


		2004-05-21T00:22:07+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, OU= , CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）


		2004-05-21T00:22:11+0900
	1A31EEBB8EA781979FDF5275B9721F567CA880D2
	AMANO Digital Time Stamp Service




